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１５ 広島市平和祈念式中学生参加

報告

目次

広報みしま
９月１５日号

１６ 第７回三島バル/市民活動団

体紹介「みしまプレイセン

ター」

今回の表紙
　１０月６日から、新
しく運用が開始され
る消防指令センター
指令室の様子です。
災害の連絡を受けた
あと、すぐに消防車
が現場へ駆けつける
ためには、さまざま

な工夫が必要です。皆さんの安
心・安全のため、彼らは日々戦
っています。

１３ 小・中学生環境リーダー研修

報告
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１２ 生涯学習/文化のひろば

４ 第１回地域コミュニティ連絡会

２ 特集　マイナンバー

１０ 情報ワイド版/９月２０日はバス

の日

１１ 図書館

１４ 消防指令センターの運用を開

始します

９ 秋の全国交通安全運動

～いろいろ使えて便利なカード～ 

「個人番号カード」
　１０月から順次、マイナンバーの「通知カー

ド」と「個人番号カード交付申請書」が皆さん

のところに簡易書留で届きます。今回は、「個

人番号カード」の申請方法を中心に、住民基本

台帳カードとの関係などについて概要をお知ら

せします。なお、「通知カード」については、

広報みしま９月１日号の記事で紹介しました。
マイナンバーキャラクター
「マイナちゃん」

交付申請の流れ

▼

　「個人番号カード」は個人番号の証明や本人確認の際の身分証明書とし

て利用できます。また、各種行政手続きのオンライン申請に利用できるよ

うになる予定です。

　「個人番号カード」の交付を希望する場合は、次の流れで手続きをお願

いします。初回発行手数料は無料です。※「個人番号カード」の交付を希

望しない場合でも、マイナンバーは各種手続きで必要になりますので、

「通知カード」を大切に保管してください。

▼

▼

▼

６ 健康づくり/スポーツ

７ 坂小学校で学んでみませんか

８ くらしの情報

「個人番号カード」は便利なカードです

⑤本人確認の上、窓口にて個人番号カードが交付されます。
その際、２～４個の暗証番号を設定していただきます。

④お電話で来庁日時をご予約の上、市民課の窓口までお越し
ください。

持ち物　運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳

カード（持っている人のみ）

③平成２８年１月以降、個人番号カードの交付準備が整うと、
交付の案内が送られてきます。

②同封の「個人番号カード交付申請書」にご自身の顔写真を
貼り付け、返信用封筒に入れて、ポストに投函します。

①１０月以降、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが簡
易書留で届きます。
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特集　マイナンバー

住民基本台帳カードの交付と電子証明書（公的個人認証）の登録が 
１２月で終了します

●電子証明書の有効期限にご注意を（e-taxなど）

　「個人番号カード」を取得した場合、「住基カード」

の電子証明書を「個人番号カード」へ移行することは

できないため、新たに電子証明書を取得する必要があ

ります。

　この場合、「個人番号カード」は申請から交付まで

かなりの日数を要することが予想され、e-taxによる

確定申告などの期限に間に合わない可能性があります。

　こうした事態を防ぐためには、電子証明書の有効期

限に応じて「個人番号カード」への切り替えを急がず、

現在お持ちの電子証明書の更新を１２月２２日火までに済

ませた方が良い場合もあります。ご注意ください。

※有効期限は、住基カードには記載されていませんの

で、お手元の「電子証明書の写し」または、市役所

１階市民課窓口でご確認ください。また、ご自宅の

パソコンでも確認できます。

※有効期限を考慮した更新手続きの方法や、パソコン

を使った有効期限の確認方法の詳細は、市ホーム

ページ（http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ip

　n０１１８４４.html）をご覧ください。

　マイナンバー制度の開始に伴い、従来の「住民基本

台帳カード（住基カード）」の交付が１２月で終了し、

平成２８年１月から「個人番号カード」の交付が始まり

ます。　「住基カード」を持っている人や、これから取

得しようとする人は次の点に注意が必要です。なお、

現在お持ちの「住基カード」と電子証明書は、有効期

間満了日まで引き続き利用できます。

▶「住基カード」の交付は１２月２８日月で終了します。

▶「個人番号カード」と「住基カード」の両方を所有

することはできません。※「住基カード」は「個人

番号カード」の交付時に回収します。

▶「個人番号カード」は、交付までに日数を要します。

※申請は「個人番号カード交付申請書」を地方公共

団体情報システム機構へ郵送して行い、「個人番号

カード」も機構で作成します。

▶「住基カード」向けの電子証明書が発行・更新でき

るのは、１２月２２日火午後５時までです。※平成２８年

１月以降に公的個人認証サービスの電子証明書を発

行する場合は、「個人番号カード」が必要です。

※電子証明書の更新手続きは、有効期限満了日の３カ

月前から行うことができます。

通知カード、個人番号カードに関すること

　市民課（緯９８３－２６０２）

マイナンバー制度全般に関すること

　政策企画課（緯９８３－２６９８）

個人情報保護に関すること

   行政課（緯９８３－２６１８）、情報システム課（緯９７１－４３２２）

コールセンター（有料）のご案内※内閣府開設

　緯０５７０－２０－０１７８（日本語）、緯０５７０－２０－０２９１（英

語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語）

土曜サービスコーナー 
１０月３日土 臨時休業のお知らせ

　広報みしま９月１日号でもお知らせしましたが、

次のとおり休止します。

臨時休業日　１０月３日㈯

対象施設　市役所本館、中郷市民サービスコー

ナー、北上市民サービスコーナー※税証明コー

ナー（所得証明など）も休止

問合せ　市民課（緯９８３－２６０２）

▶法律に決まりがあるものを除いて、マイナンバーを

含む個人情報を収集したり、保管したりすることを

禁止しています。

▶マイナンバーに関して法律に違反した場合には、こ

れまでの個人情報保護法よりも重い罰則が科せられ

ます。

個人情報を保護し、安心・安全を守るための措置
▶各種の個人情報は一元管理するのではなく、分散し

て管理が行われます。

▶マイナンバーは一生使うものです。大切にしてくだ

さい。

　　番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場

合を除き、マイナンバーは一生変更されません。　

問合せ




